
税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文
目
次

○

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
省
令
第
六
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

３

○

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令

第
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

７

○

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
検
査
身
分
証
明

書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
九
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

８
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○

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵
省
令
第
六
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵

税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
大
蔵

省
令
第
六
十
四
号
）

省
令
第
六
十
四
号
）

税
関
職
員
に
係
る
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
五
条
第

税
関
職
員
に
係
る
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
五
条
第

三
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六
条
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三

三
項
若
し
く
は
第
百
二
十
六
条
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三

十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
、
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号

十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
、
通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号

）
第
三
十
八
条
第
二
項
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処

）
第
三
十
八
条
第
二
項
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処

理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
、

理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
、

自
家
用
自
動
車
の
一
時
輸
入
に
関
す
る
通
関
条
約
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特

自
家
用
自
動
車
の
一
時
輸
入
に
関
す
る
通
関
条
約
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特

例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
九
条
第
二
項
、
コ
ン
テ

例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
九
条
第
二
項
、
コ
ン
テ

ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う

ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う

貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法

貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法

等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二

等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二
条
第
二

項
、
物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約

項
、
物
品
の
一
時
輸
入
の
た
め
の
通
関
手
帳
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ａ
Ｔ
Ａ
条
約

）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七

）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七

十
号
）
第
七
条
第
二
項
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第

十
号
）
第
七
条
第
二
項
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第

七
十
四
条
の
十
三
、
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（

七
十
四
条
の
十
三
、
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和

昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
、
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事

会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関

会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
貨
物
検
査
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
又
は
経

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
又
は
経

済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
（
平

済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申

成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
証
明

告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
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書
の
書
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
号
）
第
五
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
票
又
は
証
明
書
の
書
式
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（
省

略
）

同

上
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○

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
二

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
二

条
（
飼
料
の
規
格
）
の
規
定
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年

条
（
飼
料
の
規
格
）
の
規
定
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年

政
令
第
六
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指
定
）

政
令
第
六
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指
定
）

、
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
（
軽
減
税
率
等
の
適
用
に
つ
い
て
手
続
を
要
す

及
び
令
第
四
十
五
条
第
二
項
（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務

る
物
品
の
指
定
）
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）
に

省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用
す
る

。（
輸
入
数
量
の
換
算
）

（
輸
入
数
量
の
換
算
）

第
七
条

令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
に
規
定

第
七
条

令
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
に
規
定

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
次
の
表
の

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
次
の
表
の

上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る

上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る

物
品
に
係
る
数
量
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
当

物
品
に
係
る
数
量
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
当

該
各
号
ご
と
に
合
計
し
た
数
量
と
す
る
。

該
各
号
ご
と
に
合
計
し
た
数
量
と
す
る
。

物

品

品

目

換

算

率

物

品

品

目

換

算

率

（
省

略
）

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

同

上
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（
生
き
て
い
る
豚
の
輸
入
数
量
の
換
算
）

（
生
き
て
い
る
豚
の
輸
入
数
量
の
換
算
）

第
七
条
の
三

令
第
十
八
条
第
一
項
（
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
等
の
算
出
方
法
）
（

第
七
条
の
三

令
第
十
九
条
第
一
項
（
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
等
の
算
出
方
法
）
に

同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
四
条
第
一
項
（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）
及
び
令
第

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
四
条
第
一
項
（
輸
入

十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得

数
量
の
算
出
方
法
）
及
び
令
第
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め

た
数
量
は
、
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数
量
を
一
頭
に
つ
き
五
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム

る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
は
、
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数
量
を
一

と
し
て
換
算
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。

頭
に
つ
き
五
十
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
換
算
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。

（
飼
料
の
規
格
）

（
飼
料
の
規
格
）

第
十
一
条

令
第
三
十
三
条
の
二
（
飼
料
の
指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

第
十
一
条

同

上

め
る
規
格
を
備
え
る
配
合
飼
料
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
配
合
飼
料
と

す
る
。

一

関
税
定
率
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
各
号
（
飼
料
の
規
格
）
に
掲
げ
る

一

同

上

条
件
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

原
料
品
の
う
ち
関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

二

原
料
品
の
う
ち
関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
製
造
用
原
料
品
に
係

（
法
第
九
条
の
二
第
一
項
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
協
定
に
基
づ
く
製
造
用
原
料

る
譲
許
の
便
益
の
適
用
）
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。

品
に
係
る
譲
許
の
便
益
の
適
用
）
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品

限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ

（
同
条
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お

る
物
品
（
同
条
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
次

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
き
砕
い
た
も
の
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
ひ
き
砕
い
た
も
の
、
ひ
き
割
り
し
た

加
熱
し
た
後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ
り
加
熱
し
た

も
の
、
加
熱
し
た
後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ
り
加

も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

熱
し
た
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

令
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
単
一
の
原
料
品
か
ら
成
る
飼
料
で
財
務
省

２

同

上

令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
原
料
品
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
一
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

ひ
き
砕
い
た

一

同

上

も
の
（
小
麦
（
政
府
が
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
四
十
二
条
（
麦
等
の
輸
入
を
目
的
と
す
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る
買
入
れ
及
び
当
該
麦
の
売
渡
し
）
の
規
定
に
よ
り
輸
入
す
る
も
の
で
あ
つ

て
飼
料
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の
、
同
法
第
四
十
三
条
（
輸
入
に
係
る
麦
等

の
特
別
な
方
式
に
よ
る
買
入
れ
及
び
売
渡
し
）
の
規
定
に
よ
る
連
名
に
よ
る

申
込
み
に
応
じ
て
行
う
政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
に
係
る
麦
等
と
し
て
輸

入
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
飼
料
の
製
造
に
使
用
す
る
も
の
並
び
に
法
第
九
条

の
二
第
一
項
の
譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
生
産

さ
れ
た
ふ
す
ま
を
加
え
た
も
の
で
、
当
該
ふ
す
ま
の
重
量
が
全
重
量
の
三
十

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
ふ
す
ま
を
加
え
た
も

の
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
（
ふ
す
ま
を
加
え
た

も
の
に
限
る
。
）
、
加
熱
し
た
後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も
の
又
は
加

圧
に
よ
り
加
熱
し
た
も
の

二

関
税
定
率
法
別
表
第
一
○
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品

ひ
き
砕
い
た

二

同

上

も
の
、
ひ
き
割
り
し
た
も
の
、
加
熱
し
た
後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ
し
た
も

の
又
は
加
圧
に
よ
り
加
熱
し
た
も
の

（
木
材
の
指
定
）

第
十
二
条

令
別
表
第
一
第
三
十
二
項
か
ら
第
三
十
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ア
ビ
ュ
ラ
、
ア
カ
ジ
ョ
ア
フ
リ
カ
、
ア
フ
ロ
ル
モ
シ

ア
、
ア
コ
、
ア
ラ
ン
、
ア
ン
ジ
ロ
ー
バ
、
ア
ニ
ン
グ
レ
、
ア
ボ
ジ
ラ
、
ア
ゾ
ベ

、
バ
ラ
ウ
、
バ
ル
サ
、
ボ
ッ
セ
ク
レ
イ
ア
、
ボ
ッ
セ
フ
ォ
ン
セ
、
カ
チ
ボ
、
セ

ド
ロ
、
ダ
ベ
ー
マ
、
ダ
ー
ク
レ
ッ
ド
メ
ラ
ン
チ
、
ジ
ベ
ツ
、
ド
ウ
シ
ェ
、
フ
ラ

ミ
レ
、
フ
レ
イ
ジ
ョ
、
フ
ロ
メ
イ
ジ
ャ
ー
、
フ
ー
マ
、
ゲ
ロ
ン
ガ
ン
、
イ
ロ
ン

バ
、
イ
ン
ブ
イ
ア
、
イ
ペ
、
イ
ロ
コ
、
ジ
ャ
ボ
テ
ィ
、
ジ
ェ
ル
ト
ン
、
ジ
ェ
キ

テ
ィ
バ
、
ジ
ョ
ン
コ
ン
、
カ
プ
ー
ル
、
ケ
ン
パ
ス
、
ク
ル
イ
ン
、
コ
シ
ポ
、
コ

チ
ベ
、
コ
ト
、
ラ
イ
ト
レ
ッ
ド
メ
ラ
ン
チ
、
リ
ン
バ
、
ロ
ウ
ロ
、
マ
カ
ラ
ン
ド

ゥ
バ
、
マ
ホ
ガ
ニ
ー
、
マ
コ
レ
、
マ
ン
デ
ィ
オ
ケ
イ
ラ
、
マ
ン
ソ
ニ
ア
、
メ
ン

ク
ラ
ン
、
メ
ラ
ン
チ
バ
カ
ウ
、
メ
ラ
ワ
ン
、
メ
ル
バ
ウ
、
メ
ル
パ
ウ
、
メ
ル
サ

ワ
、
モ
ア
ビ
、
ニ
ア
ン
ゴ
ン
、
ニ
ヤ
ト
ー
、
オ
ベ
チ
ェ
、
オ
ク
メ
、
オ
ン
ザ
ビ
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リ
、
オ
レ
イ
、
オ
バ
ン
コ
ル
、
オ
ジ
ゴ
、
パ
ド
ッ
ク
（
か
り
ん
）
、
パ
ル
ダ
オ

、
パ
リ
ッ
サ
ン
ド
ル
グ
ア
テ
マ
ラ
、
パ
リ
ッ
サ
ン
ド
ル
パ
ラ
、
パ
リ
ッ
サ
ン
ド

ル
リ
オ
、
パ
リ
ッ
サ
ン
ド
ル
ロ
ゼ
、
パ
ウ
ア
マ
レ
ロ
、
パ
ウ
マ
ー
フ
ィ
ム
、
プ

ラ
イ
、
プ
ナ
、
ク
ア
ル
バ
、
ラ
ミ
ン
、
サ
ペ
リ
、
サ
キ
サ
キ
、
セ
プ
タ
ー
、
シ

ポ
、
ス
ク
ピ
ラ
、
ス
レ
ン
、
タ
ウ
ア
リ
、
チ
ー
ク
、
テ
ィ
ア
マ
、
ト
ラ
、
バ
イ

ロ
ラ
、
ホ
ワ
イ
ト
ラ
ワ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト
メ
ラ
ン
チ
、
ホ
ワ
イ
ト
セ
ラ
ヤ
及
び
イ

エ
ロ
ー
メ
ラ
ン
チ
と
す
る
。
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○

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省

令
第
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令

第
十
六
号
）

第
十
六
号
）

別
表
第
一
（
第
三
条
・
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
・
第
四
条
関
係
）

法

令

規

定

法

令

規

定

一

一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

四
○

四
○

の
三

の
三

四
○

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申

第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

四
○

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

第
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
四

告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提

の
四

本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

四
○

供
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
六
条
第
三
項
第
二
号

四
○

の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告

第
三
条
第
二
項
第
二
号

の
五

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三

の
五

原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供

百
九
十
四
号
）

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百

九
十
四
号
）

四
一

四
一

（
省

略
）

（
省

略
）

同

上

同

上

～

～

五
○

五
○
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○

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
検
査
身
分
証

明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
九
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
に

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く

規
定
す
る
検
査
身
分
証
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
九

申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
検
査
身
分
証
明

五
号
）

書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
財
務
省
令
第
九
五
号
）

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
（
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大

く
申
告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

臣
の
権
限
を
税
関
長
に
委
任
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
際
に
財
務
省
の
職
員
が
携

る
検
査
（
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
の
権
限
を
税
関
長
に
委

帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
紙
様
式
に
よ
る
。

任
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
際
に
財
務
省
の
職
員
が
携
帯
す
べ
き
そ
の
身
分
を
示

す
証
明
書
は
、
別
紙
様
式
に
よ
る
。




